
　青森県十和田市（人が集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業）

加齢により聴力が低下し、他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対

し、補聴器の購入に要する費用の一部を補助します

概　　　　要

対象者　　　　　65歳以上の者

　　補助上限額　　３万円

事業内容

【お問い合わせ】　十和田市役所 シティプロモーション課　地方活力創生係
　　TEL ： 0176-51-6712（直通）　　　　E-mail： citypromotopn@city.towada.lg.jp

補聴器の使用により積極的に社会活動に参加できる環境を整えることで、閉じこ

もりの防止や認知機能の維持に寄与する可能性が期待できます

事業効果


